






愛知県武道館
　　　　指定管理者募集要項　様式・資料編
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	16
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	19
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	（様式３－２）
	21
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	計画－４　「利用者サービス向上への取り組み」
	（様式３－４）
	23

	計画－５　「利用促進への取り組み」
	（様式３－５）
	24

	計画－６　「地域や関係機関との連携についての考え方」
	（様式３－６）
	25

	計画－７　「経費縮減への取り組み」
	（様式３－７）
	26
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	　 収支計画書
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	　 利用料金提案書
	（様式３－８－３）
	29

	計画－９　「施設管理に関する技術等」
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	36

	計画－１０
	「施設管理の実施体制の概要」
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	42
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	43
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	（様式３－１４）
	44

	計画－１５「管理運営に係るＰＲ事項」
	（様式３－１５）
	45
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	（様式４）
	46
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	55
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	56

	愛知県武道館指定管理者申請に係る質疑書
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（様式１－１）

指定管理者指定申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　愛知県知事　殿
　　　　　　　　　　　　　　申請者　　主たる事務所の所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　

　　下記の公の施設の指定管理者の指定を受けたいので、指定管理者による公の施設の管理に関する条例第３条第２項の規定により申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　公の施設の名称
　　愛知県武道館
（添付書類）
　１　指定管理者業務の実施に関する計画書
　２　定款又はこれに準ずるもの
　３　申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずるもの
　４　知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
　５　組織及び運営に関する事項を記載した書類
　６　現に行っている業務の概要を記載した書類
　７　その他知事が必要と認める書類

（様式１－２）

指定管理者指定申請辞退届

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　愛知県知事　殿

申請者　　主たる事務所の所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　

　下記の公の施設について、指定管理者の指定を受けるため令和　　年　　月　　日申請書を提出しましたが、以下の理由により辞退したいので届け出ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　公の施設の名称
　　愛知県武道館

　申請辞退理由：




（様式２－１）


指定管理者業務の実施に関する計画書


                                                                          
	施設名
	愛知県武道館

	住　　所
	

	法人等名
	

	代表者名
	

	Ｔ Ｅ Ｌ
	

	Ｆ Ａ Ｘ
	

	メールアドレス
	

	担当者所属
	

	担当者氏名
	



























（様式２－２）
指定管理者指定申請書総括表（　愛知県武道館　）

	申請者の名称（所在地）
	


	平等な利用の確保に関する方針
（詳細は様式3-1）
	



	施設の基本的な管理運営方針
（詳細は様式3-2）
	



	施設の維持管理についての考え方
（詳細は様式3-3）
	



	利用者サービス向上への取り組み
（詳細は様式3-4）
	



	利用促進への取り組み
（詳細は様式3-5）
	



	地域や関係機関との連携についての考え方
（詳細は様式3-6）
	



	経費縮減への取り組み
（詳細は様式3-7）
	



	管理運営に係る収支計画の概要
（詳細は様式3-8-1･3-8-2･3-8-3）
	




	施設管理に関する技術等
（詳細は様式3-9）
	



	施設管理の実施体制の概要
（詳細は様式3-10-1･3-10-2･ﾛｰﾃｰｼｮﾝ表･3-10-3）
	




	人材育成の方針
（詳細は様式3-11）
	



	緊急時の体制の概要
（詳細は様式3-12）
	




	個人情報保護及び情報公開に対する考え方
（詳細は様式3-13）
	



	諸規程の整備又は方針
（詳細は様式3-14）
	



	管理運営に係るＰＲ事項
（詳細は様式3-15）
	



	社会的価値の実現に資する取組（詳細は様式4）
	

	自主事業に関する提案
（任意様式）
	






2

（様式３－１）
　「平等な利用の確保に関する方針」
	　愛知県武道館を管理運営する上で、利用者の平等な利用の確保に関する方針について記入してください。

	



（様式３－２）
　「施設の基本的な管理運営方針」
	　愛知県武道館の設置目的を踏まえ、どのような管理運営を行っていくか基本的な考え方を記入してください。（運営方針、理念等）

	



（様式３－３）
　「施設の維持管理についての考え方」
	　愛知県武道館の日常的、定期的な安全管理、植栽管理、清掃、設備保守点検、施設の修繕等について、基本的な考え方及び重視するポイントを記入してください。
また、業務ごとに具体的な方法、内容、頻度等について記入するとともに、年間の作業計画表（様式任意）を作成してください。

	(1) 基本的な考え方及び重視するポイント



(2) 具体的な方法、内容、頻度等
①安全管理



②植栽管理



③清掃



④設備保守点検



⑤施設の修繕



⑥その他



（様式３－４）
　「利用者サービス向上への取り組み」
	　利用者サービスの向上に対する取り組みについて記入してください。

	(1) どのようにして愛知県武道館の利用者ニーズの把握と分析を行い、管理運営に反映するか記入してください。









(2) トラブルが発生した場合や苦情等が寄せられた場合の対処方法や考え方について記入してください。









(3) その他の取り組みについて記入してください。



（様式３－５）
　「利用促進への取り組み」
	利用促進、利用者増に関する目標値について記入するとともに、その具体的な方針や手法について記入してください。
なお、自主事業を実施する予定がある場合は、別の任意の様式にその内容を記入してください。

	（１）目標値






（２）方針及び手法








（様式３－６）
　「地域や関係機関との連携についての考え方」
	愛知県武道館の管理運営にあたり、住民との協働や、地域や団体、関係機関との連携の考え方について記入してください。

	



（様式３－７）
　「経費縮減への取り組み」
	愛知県武道館の管理運営にあたり、どのようにして効率的な管理運営を行うか、経費の縮減に関する方針や創意工夫について記入してください。

	



（様式３－８－１）
　「管理運営に係る収支計画の概要」
	収支計画書（様式３－８－２）を作成するとともに、その積算内訳を添付してください。（様式任意。ただしＡ４判で作成してください。）
また、有料施設の利用料金について、承認申請額設定の考え方や理由を利用料金提案書（様式３－８－３）に記入してください。

	




（様式３－８－２）
　「収支計画書」                                                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （単位：千円）
	区　　分
	Ｒ９（2027）
	Ｒ10（2028）
	Ｒ11（2029）
	Ｒ12（2030）
	Ｒ13（2031）

	利用料等（収入）
	利用料金収入
	
	
	
	
	

	
	指定管理料収入
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	収入計(ａ)
	
	
	
	
	

	管理運営費（支出）
	施設管理費
	人件費（雇員・直営作業員）
	
	
	
	
	

	
	
	清掃費
	
	
	
	
	

	
	
	保守点検費
	
	
	
	
	

	
	
	警備費
	
	
	
	
	

	
	
	修繕費
	
	
	
	
	

	
	
	雑工
	
	
	
	
	

	
	運営費
	人件費（事務所職員）
	
	
	
	
	

	
	
	人件費（雇員・直営作業員）
	
	
	
	
	

	
	
	イベント費
	
	
	
	
	

	
	
	光熱水費
	
	
	
	
	

	
	
	事務所運営費
	
	
	
	
	

	
	管理運営費（支出）計(ｂ)
	
	
	
	
	

	収支差(ａ)－(ｂ)
	
	
	
	
	


※１ 人件費には施設管理費、運営費に区分される業務に従事する人員の給与等を記入してください。（これらの欄の合計が指定管理業務全体の人件費となります。）
※２ 事務所運営費には、通信・送信費、印刷製本費、消耗品費、消耗備品費、手数料、会議費、保険料、租税公課費、旅費交通費等を含めてください。
※３ その他特記事項（考え方等）があれば、備考に記入してください。
※４ 積算内訳を添付してください。（なお、積算根拠が分からない場合等について、追加で資料の提出をお願いすることがあります。）


	（様式３－８－３）
	

	　「利用料金提案書」
	

	　○利用料金の設定に係る考え方等について記入してください。
	
	
	
	
	

	






	
	
	
	
	
	
	
	
	

	○個々の利用料金制導入施設について利用料金の承認申請料金を記入してください。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※使用料の額は2027年４月１日以降の額、2024年から工事休館したため、実績件数は2023年度

	施設名
	区分
	単位
	使用料の額
	Ｒ５
(2023)
件数
	現行料金
	承認申請料金
（単位　円）

	
	
	
	（単位　円）
	（実績）
	（単位　円）
	

	第1競技場
	アマチュアスポーツのため利用する場合
	練習のため利用する場合
	全部利用
	平日
	午前
	18,920
	8
	17,200
	　

	
	
	
	
	
	午後
	24,200
	23
	22,000
	　

	
	
	
	
	
	夜間
	31,790
	12
	28,800
	　

	
	
	
	
	
	全日
	63,690
	12
	58,000
	　

	
	
	
	
	土曜日、日曜日及び休日
	午前
	21,670
	23
	19,600
	　

	
	
	
	
	
	午後
	30,580
	28
	27,600
	　

	
	
	
	
	
	夜間
	38,720
	10
	35,200
	　

	
	
	
	
	
	全日
	77,550
	6
	70,400
	　

	
	
	
	2分の1
利用

	平日
	午前
	9,570
	113
	8,600
	　

	
	
	
	
	
	午後
	12,100
	4
	11,000
	　

	
	
	
	
	
	夜間
	15,730
	1
	14,400
	　

	
	
	
	
	
	全日
	31,790
	0
	29,000
	　

	
	
	
	
	土曜日、日曜日及び休日
	午前
	10,670
	4
	9,800
	　

	
	
	
	
	
	午後
	15,180
	4
	13,800
	　

	
	
	
	
	
	夜間
	19,470
	2
	17,600
	　

	
	
	
	
	
	全日
	38,720
	0
	35,200
	　

	第1競技場
	アマチュアスポーツのため利用する場合
	練習のため利用する場合
	4分の1
利用

	平日
	午前
	4,730
	102
	4,300
	　

	
	
	
	
	
	午後
	5,830
	4
	5,500
	　

	
	
	
	
	
	夜間
	7,810
	71
	7,200
	　

	
	
	
	
	
	全日
	15,730
	0
	14,500
	　

	
	
	
	
	土曜日、日曜日及び休日
	午前
	5,280
	18
	4,900
	　

	
	
	
	
	
	午後
	7,700
	2
	6,900
	　

	
	
	
	
	
	夜間
	9,680
	21
	8,800
	　

	
	
	
	
	
	全日
	19,580
	0
	17,600
	　

	
	
	その他の場合
	入場料無料及び1,000円まで

	平日
	午前
	65,230
	11
	60,000
	　

	
	
	
	
	
	午後
	74,360
	13
	68,000
	　

	
	
	
	
	
	夜間
	94,050
	0
	86,000
	　

	
	
	
	
	
	全日
	196,460
	1
	179,000
	　

	
	
	
	
	
	時間外1時間つき
	32,560
	5
	29,000
	　

	
	
	
	
	土曜日、日曜日及び休日
	午前
	78,100
	30
	71,000
	　

	
	
	
	
	
	午後
	89,210
	29
	82,000
	　

	
	
	
	
	
	夜間
	113,190
	0
	103,000
	　

	
	
	
	
	
	全日
	236,060
	27
	215,000
	　

	
	
	
	
	
	時間外1時間つき
	38,720
	29
	35,000
	　

	
	
	
	入場料1,001円～3,000円まで
	平日
	午前
	78,270
	0
	72,000
	　

	
	
	
	
	
	午後
	89,230
	0
	81,600
	　

	
	
	
	
	
	夜間
	112,860
	0
	103,200
	　

	
	
	
	
	
	全日
	235,750
	0
	214,800
	　

	
	
	
	
	
	時間外1時間つき
	39,070
	0
	34,800
	　

	
	
	
	
	土曜日、日曜日及び休日
	午前
	93,920
	0
	85,200
	　

	
	
	
	
	
	午後
	107,070
	0
	98,400
	　

	
	
	
	
	
	夜間
	135,430
	0
	123,600
	　

	
	
	
	
	
	全日
	282,890
	2
	258,000
	　

	
	
	
	
	
	時間外1時間つき
	46,880
	0
	42,000
	　

	
	
	
	入場料3,001円
以上

	平日
	午前
	97,840
	0
	90,000
	　

	
	
	
	
	
	午後
	111,540
	0
	102,000
	　

	
	
	
	
	
	夜間
	141,070
	0
	129,000
	　

	
	
	
	
	
	全日
	294,690
	0
	268,500
	　

	
	
	
	
	
	時間外1時間つき
	48,840
	0
	43,500
	　

	
	
	
	
	土曜日、日曜日及び休日
	午前
	117,150
	0
	106,500
	　

	
	
	
	
	
	午後
	133,810
	0
	123,000
	　

	
	
	
	
	
	夜間
	169,780
	0
	154,500
	　

	
	
	
	
	
	全日
	354,090
	0
	322,500
	　

	
	
	
	
	
	時間外1時間つき
	58,080
	0
	52,500
	　

	第1競技場
	その他の場合
	入場料無料及び1,000円まで
	平日
	午前
	262,570
	0
	215,000
	　

	
	
	
	
	午後
	298,210
	2
	244,000
	　

	
	
	
	
	夜間
	378,400
	2
	310,000
	　

	
	
	
	
	全日
	788,040
	12
	645,000
	　

	
	
	
	
	時間外1時間つき
	130,570
	5
	107,000
	　

	
	
	
	土曜日、日曜日及び休日
	午前
	314,160
	0
	258,000
	　

	
	
	
	
	午後
	358,710
	0
	294,000
	　

	
	
	
	
	夜間
	453,750
	0
	372,000
	　

	
	
	
	
	全日
	945,780
	5
	774,000
	　

	
	
	
	
	時間外1時間つき
	156,310
	4
	128,000
	　

	
	
	入場料1,001円～3,000円まで
	平日
	午前
	315,080
	0
	258,000
	　

	
	
	
	
	午後
	357,850
	0
	292,800
	　

	
	
	
	
	夜間
	454,080
	0
	372,000
	　

	
	
	
	
	全日
	945,640
	0
	774,000
	　

	
	
	
	
	時間外1時間つき
	156,680
	0
	128,400
	　

	
	
	
	土曜日、日曜日及び休日
	午前
	376,990
	0
	309,600
	　

	
	
	
	
	午後
	430,450
	0
	352,800
	　

	
	
	
	
	夜間
	544,500
	0
	446,400
	　

	
	
	
	
	全日
	1,134,930
	0
	928,800
	　

	
	
	
	
	時間外1時間つき
	187,570
	0
	153,600
	　

	
	
	入場料3,001円以上
	平日
	午前
	393,850
	0
	322,500
	　

	
	
	
	
	午後
	447,310
	0
	366,000
	　

	
	
	
	
	夜間
	567,600
	0
	465,000
	　

	
	
	
	
	全日
	1,182,060
	0
	967,500
	　

	
	
	
	
	時間外1時間つき
	195,850
	0
	160,500
	　

	
	
	
	土曜日、日曜日及び休日
	午前
	471,240
	0
	387,000
	　

	
	
	
	
	午後
	538,060
	0
	441,000
	　

	
	
	
	
	夜間
	680,620
	0
	558,000
	　

	
	
	
	
	全日
	1,418,670
	1
	1,161,000
	　

	
	
	
	
	時間外1時間つき
	234,460
	0
	192,000
	　

	第2競技場
	団体
	平日
	午前
	7,590
	134
	6,900
	　

	
	
	
	午後
	10,230
	43
	9,300
	　

	
	
	
	夜間
	12,980
	2
	11,800
	　

	
	
	
	全日
	26,070
	10
	23,700
	　

	
	
	
	時間外1時間つき
	3,630
	5
	3,300
	　

	
	
	土曜日、日曜日及び休日
	午前
	9,130
	76
	8,300
	　

	
	
	
	午後
	12,430
	63
	11,300
	　

	
	
	
	夜間
	15,510
	28
	14,100
	　

	
	
	
	全日
	31,130
	24
	28,300
	　

	
	
	
	時間外1時間つき
	4,400
	19
	4,000
	　

	
	個人
	中学生以下の者
	1人1回につき
	160
	147
	150
	　

	
	
	
	回数券（11枚綴）
	1,600
	28
	1,500
	　

	
	
	その他の者
	1人1回につき
	660
	527
	600
	　

	
	
	
	回数券（11枚綴）
	6,600
	49
	6,000
	　

	第3競技場
	団体
	平日
	午前
	11,440
	21
	10,400
	　

	
	
	
	午後
	15,510
	23
	14,100
	　

	
	
	
	夜間
	19,470
	1
	17,700
	　

	
	
	
	全日
	39,270
	5
	35,700
	　

	
	
	
	時間外1時間つき
	5,610
	0
	5,100
	　

	
	
	土曜日、日曜日及び休日
	午前
	13,970
	63
	12,700
	　

	
	
	
	午後
	18,590
	65
	16,900
	　

	
	
	
	夜間
	23,320
	6
	21,200
	　

	
	
	
	全日
	47,080
	22
	42,800
	　

	
	
	
	時間外1時間つき
	6,820
	25
	6,200
	　

	
	個人
	中学生以下の者
	1人1回につき
	160
	257
	150
	　

	
	
	
	回数券（11枚綴）
	1,600
	377
	1,500
	　

	
	
	その他の者
	1人1回につき
	660
	632
	600
	　

	
	
	
	回数券（11枚綴）
	6,600
	212
	6,000
	　

	第4競技場
	団体
	平日
	午前
	11,440
	10
	10,400
	　

	
	
	
	午後
	15,510
	13
	14,100
	　

	
	
	
	夜間
	19,470
	0
	17,700
	　

	
	
	
	全日
	39,270
	8
	35,700
	　

	
	
	
	時間外1時間つき
	5,610
	1
	5,100
	　

	
	
	土曜日、日曜日及び休日
	午前
	13,970
	37
	12,700
	　

	
	
	
	午後
	18,590
	41
	16,900
	　

	
	
	
	夜間
	23,320
	2
	21,200
	　

	
	
	
	全日
	47,080
	15
	42,800
	　

	
	
	
	時間外1時間つき
	6,820
	11
	6,200
	　

	
	個人
	中学生以下の者
	1人1回につき
	160
	11
	150
	　

	
	
	
	回数券（11枚綴）
	1,600
	13
	1,500
	　

	
	
	その他の者
	1人1回につき
	660
	1,036
	600
	　

	
	
	
	回数券（11枚綴）
	6,600
	175
	6,000
	　

	第5競技場
	団体
	平日
	午前
	11,440
	29
	10,400
	

	
	
	
	午後
	15,510
	34
	14,100
	

	
	
	
	夜間
	19,470
	3
	17,700
	

	
	
	
	全日
	39,270
	5
	35,700
	

	
	
	
	時間外1時間つき
	5,610
	2
	5,100
	

	
	
	土曜日、日曜日及び休日
	午前
	13,970
	75
	12,700
	

	
	
	
	午後
	18,590
	73
	16,900
	

	
	
	
	夜間
	23,320
	7
	21,200
	

	
	
	
	全日
	47,080
	14
	42,800
	

	
	
	
	時間外1時間つき
	6,820
	10
	6,100
	

	
	個人
	中学生以下の者
	1人1回につき
	160
	220
	150
	

	
	
	
	回数券（11枚綴）
	1,600
	307
	1,500
	

	
	
	その他の者
	1人1回につき
	660
	546
	600
	

	
	
	
	回数券（11枚綴）
	6,600
	244
	6,000
	

	第6競技場
	団体
	平日
	午前
	11,440
	3
	10,400
	　

	
	
	
	午後
	15,510
	4
	14,100
	　

	
	
	
	夜間
	19,470
	0
	17,700
	　

	
	
	
	全日
	39,270
	7
	35,700
	　

	
	
	
	時間外1時間つき
	5,610
	1
	5,100
	　

	
	
	土曜日、日曜日及び休日
	午前
	13,970
	28
	12,700
	　

	
	
	
	午後
	18,590
	6
	16,900
	　

	
	
	
	夜間
	23,320
	1
	21,200
	　

	
	
	
	全日
	47,080
	10
	42,800
	　

	
	
	
	時間外1時間つき
	6,820
	6
	6,200
	　

	
	個人
	中学生以下の者
	1人1回につき
	160
	0
	150
	　

	
	
	
	回数券（11枚綴）
	1,600
	0
	1,500
	　

	
	
	その他の者
	1人1回につき
	660
	434
	600
	　

	
	
	
	回数券（11枚綴）
	6,600
	15
	6,000
	　

	附属設備
	電光掲示板
	午前、午後及び夜間の各1回、1式につき
	22,440
	0
	20,400
	　

	
	音響装置
	拡声装置及びマイクロホン
	Ａ式（マイクロホン3本以内）
	午前、午後及び夜間の各1回、1式につき
	2,090
	452
	1,900
	　

	
	
	
	Ｂ式（マイクロホン4本以上）
	午前、午後及び夜間の各1回、1式につき
	4,510
	6
	4,000
	　

	
	
	ワイヤレスマイクロホン
	午前、午後及び夜間の各1回、1式につき
	2,090
	0
	1,900
	　

	
	
	コンパクトディスクプレーヤー
	午前、午後及び夜間の各1回、1式につき
	2,090
	26
	1,900
	　

	
	補助いす
	午前、午後及び夜間の各1回、1脚につき
	40
	26,760
	40
	　

	会議室
	第1会議室
	午前
	4,180
	228
	4,000
	　

	
	
	午後
	5,610
	190
	5,300
	　

	
	
	夜間
	4,180
	163
	4,000
	　

	
	
	時間外1時間つき
	1,650
	18
	1,500
	　

	
	第2会議室
	午前
	3,520
	201
	3,400
	　

	
	
	午後
	4,950
	95
	4,700
	　

	
	
	夜間
	3,520
	55
	3,400
	　

	
	
	時間外1時間つき
	1,430
	20
	1,300
	　

	
	第3会議室
	午前
	4,180
	134
	3,800
	　

	
	
	午後
	5,610
	84
	5,100
	　

	
	
	夜間
	4,180
	124
	3,800
	　

	
	
	時間外1時間つき
	1,650
	18
	1,500
	　

	
	第4会議室
	午前
	4,180
	90
	3,800
	　

	
	
	午後
	5,610
	82
	5,100
	　

	
	
	夜間
	4,180
	63
	3,800
	　

	
	
	時間外1時間つき
	1,650
	21
	1,500
	　

	宿泊室
	中学生以下の者
	1人1泊につき
	660
	655
	700
	　

	
	その他の者
	1人1泊につき
	1,430
	924
	1,500
	　

	実費加算
	第1競技場をアマチュアスポーツのために利用する場合において冷暖房設備を使用するとき
	観覧席を含む
	1時間につき
	13,750
	35
	12,500
	　

	
	
	観覧席を除く
	1時間につき
	6,600
	530
	6,000
	　

	
	第2競技場において冷暖房設備を使用する場合
	1時間につき
	2,530
	467
	2,300
	　

	
	第3競技場において冷暖房設備を使用する場合
	1時間につき
	1,540
	330
	1,400
	　

	
	第4競技場において冷暖房設備を使用する場合
	1時間につき
	1,100
	282
	1,000
	　

	
	第5競技場において冷暖房設備を使用する場合
	1時間につき
	1,540
	470
	1,400
	　

	
	第6競技場において冷暖房設備を使用する場合
	1時間につき
	1,430
	54
	1,300
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（様式３－９）
「施設管理に関する技術等」
	愛知県武道館の管理運営を行うにあたり、貴団体が持っている技術、手法及び経験等でアピールしたい事項があれば記入してください。

	



（様式３－１０－１）
　「施設管理の実施体制の概要」
	愛知県武道館にどのような能力（資格等）や雇用形態の職員を配置して業務を遂行するか、「人員配置計画書」（様式３－１０－２）を作成するとともに、本部と現地の責任体制・業務実施体制も含め、具体的かつ現実的な計画を記入してください。
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（様式３－１０－２）
「人員配置計画書」                                         　　　　　　                                　  　　　　　　
	役　　職
	担当業務内容
	能力、資格、実務経験年数など
	雇　用　形　態
	職員の
年齢層
	１週間の
勤務時間
	備　　考

	
	
	
	正規
	ﾊﾟｰﾄ
	委託
	その他（具体的に記入）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


※仕様書を確認し必要な職員を記入してください。
※配置する職員全てについて記入してください。
※役職については、愛知県武道館を管理運営する上で必要と思われる役職を記入してください。ただし、総括責任者、館長、運営業務責任者、施設管理業務責任者については必ず記入してください。（総括責任者と館長は兼務することができます。）
※能力、資格、実務経験年数等は実際に配置する予定職員を想定の上記入してください。
※職員の雇用形態は、実際に勤務する職員を想定して該当する欄に○印を記入してください。
　正規職員とは、週４０時間程度勤務し貴団体が複数年にわたり雇用する職員とします。パートは、非常勤で臨時に契約する職員とします。
※職員の年齢層は、２０代、３０代等目安で結構ですので記入してください。
※愛知県武道館に常勤する職員を除き、貴団体の本社などで愛知県武道館の管理に係わる人員を置く場合は、備考にその旨記入し、週間勤務時間に愛知県武道館管理運営業務に係わる時間を記入してください。
※本表とは別に管理運営に係る勤務ローテーション表（標準１か月：Ａ４判、様式任意）の案を作成し提出してください。
（様式３－１０－２）
人員配置計画書（記入例）                                         　　　　　　                                　  　　　　　　
	役　　職
	担当業務内容
	能力、資格、実務経験年数など
	雇　用　形　態
	職員の
年齢層
	１週間の
勤務時間
	
備　　考

	
	
	
	正規
	ﾊﾟｰﾄ
	委託
	その他（具体的に記入）
	
	
	

	総括責任者兼館長
	愛知県武道館のマネージメント全般
	
	○
	
	
	
	４０代
	４０ｈ
	

	運営業務責任者
	経理全般、庶務事務
	経理事務士３級、簿記資格
	○
	
	
	
	３０代
	４０ｈ
	

	スタッフ①
	経理担当
	情報処理活用能力検定準２級
	○
	
	
	
	２０代
	４０ｈ
	

	営業担当
	誘客営業等
	営業経験者
	○
	
	
	
	４０代
	４０ｈ
	

	スタッフ①
	窓口業務
	
	
	○
	
	
	２０代
	３０ｈ
	

	企画担当
	催事計画
	イベント業務管理者
	○
	
	
	
	３０代
	４０ｈ
	

	スタッフ①
	催事担当
	
	○
	
	
	
	２０代
	４０ｈ
	

	施設管理業務責任者
	施設管理
	建築設備士
	○
	
	
	
	４０代
	２０ｈ
	本社兼務

	スタッフ①
	
	
	○
	
	
	
	３０代
	４０ｈ
	

	スタッフ②
	
	
	○
	
	
	
	３０代
	４０ｈ
	

	スタッフ①
スタッフ②
スタッフ③
	施設管理
施設管理
イベント支援
	
	
	○
○
○
	

	
	５０代
４０代
６０代
	４０ｈ
４０ｈ
４０ｈ
	


※仕様書を確認し必要な職員を記入してください。
※配置する職員全てについて記入してください。
※役職については、愛知県武道館を管理運営する上で必要と思われる役職を記入してください。ただし、総括責任者、館長、運営業務責任者、施設管理業務責任者については必ず記入してください。（総括責任者と館長は兼務することができます。）
※能力、資格、実務経験年数等は実際に配置する予定職員を想定の上記入してください。
※職員の雇用形態は、実際に勤務する職員を想定して該当する欄に○印を記入してください。
　正規職員とは、週４０時間程度勤務し貴団体が複数年にわたり雇用する職員とします。パートは、非常勤で臨時に契約する職員とします。
※職員の年齢層は、２０代、３０代等目安で結構ですので記入してください。
※愛知県武道館に常勤する職員を除き、貴団体の本社などで愛知県武道館の管理に係わる人員を置く場合は、備考にその旨記入し、週間勤務時間に愛知県武道館管理運営業務に係わる時間を記入してください。
※本表とは別に管理運営に係る勤務ローテーション表（標準１か月：Ａ４判、様式任意）の案を作成し提出してください。
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（様式３－１０－３）
　「業務の再委託及びその点検方法」
	業務の一部を第三者に委託する予定がある場合は、具体的な委託業務内容ととも　に、指定管理者としての点検、チェック方法、指導監督方法などについて記入してください。

	




32

（様式３－１１）
　「人材育成の方針」
	業務に携わる職員の技術や能力育成に関する方針及び研修計画等について記入してください。

	


（様式３－１２）
　「緊急時の体制の概要」
	　事故や災害発生時などの緊急時の体制について、連絡方法及び対応を含めて記入してください。また、事故や災害発生時に的確に対応するための平時の取組（職員研修や施設の構成・構造や特性を踏まえた訓練の実施等）についても、具体的に記入してください。

	



（様式３－１３）
　「個人情報保護及び情報公開に対する考え方」
	　個人情報保護に対する考え方等及び情報公開についての考え方について記入してください。（規程等を定めている場合は添付してください。）

	（１）個人情報保護に対する考え方及び個人情報の取扱い









（２）情報公開に対する考え方（要綱等を制定済みであればその内容も）




（様式３－１４）
　「諸規程の整備又は方針」
	　就業、給与、決裁及び会計等の取扱いについて規程等を定めている場合は添付してください。明文化したものがない場合はどのような方針で行っているか記入してください。

	


（様式３－１５）
　「管理運営に係るＰＲ事項」
	　当該施設管理に対する参加意欲、抱負、ＰＲしたい事項について記入してくださ　い。
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[image: ]（様式４）
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（様式５－１）
法人等概要書
	名称
	

	代表者氏名
	

	主たる事務所の所在地
	

	設立年月日
	

	資本金
	

	売上高
	

	従業員数
	

	業務内容
	

	法人等の特色
	


　


（様式５－２）

法人役員等一覧（法人名　：　　　　　　　　                 　　　　）

	
	（フリガナ）
氏　　　名
	
	性別
	住　　　　　　　所

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



※指定管理者の申請資格を確認するため、回答内容について、関係機関に照会することがあります。
※法人については非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体については法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等について記載してください。
※欄が不足する場合は、行を追加して記載してください。
※共同体の場合は、すべての構成団体の役員について記載してください。

（様式６－１）
	業　　務　　名
	業　務　内　容
	備　考

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


主要業務実績一覧

※本書には過去３か年程度の主要業務実績について記入してください。
　（愛知県武道館やその類似施設の管理運営業務に関する業務実績がある場合は、様式６－２に記入してください。）
※業務内容欄には、業務の概要、受注額、発注者等について詳細に記入してください。
（様式６－２）
	業　　務　　名
	業　務　内　容
	備　考

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


愛知県武道館等の管理運営業務に関する実績状況

※本書には過去３か年程度の愛知県武道館やその類似施設の管理運営業務に関する業務実績について記入してください。
※業務内容欄には、施設の概要（施設名称、所在地、施設規模、年間集客数等）、業務の概要（業務内容、管理運営体制、管理運営業務の期間等）、受注額、発注者等について可能な限り詳細に記入してください。
（様式７）
                                                                                          
誓 約 書

       
 愛知県知事　殿   

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　 　月 　　日           
                                                                                          
     
所在地

                                         名　称      

                                         代表者氏名      　　　　　　

（共同体の場合、構成員連名で、押印してください）

  愛知県武道館の指定管理者指定申請を行うにあたり、下記の事項について真実に相違ありません。
　　　


記



指定管理者募集要項第３の１の申請資格要件を満たしています。

提出した申請書類に虚偽又は不正はありません。














（様式８）
共同体構成員届

 年 　月 　日　

 　愛 知 県 知 事 殿


 共同体の名称　　　　　　　　　　　　　　

 構成員（代表者）　所在地　　　　　　　　
 名　称　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　

 構成員　　　　　　所在地　　　　　　　　
名　称　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　

 構成員　　　　　　所在地　　　　　　　　
 名　称　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　



このたび、愛知県武道館における指定管理者の指定を受けるため、共同体を結成しましたので届け出ます。


（様式９）

愛知県武道館管理運営業務に関する共同体協定書

第１条
（目的）
第２条
（名称）
第３条
（所在地）
第４条
（成立の時期及び解散の時期）
第５条
（構成員の所在地及び名称）
第６条
（代表者の名称）
第７条
（代表者の権限）
第８条
（構成員の責任）
第９条
（権利義務の制限）
第 10 条
（構成員の脱退に対する措置）
第 11 条
（構成員の破産又は解散に対する措置）
第 12 条
（協定書に定めのない事項）

年　　月　　日
構成員（代表者）　所在地　　　　　　　　　　　　　
 名　称　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　

 構成員　　　　　　所在地　　　　　　　　　　　　　
名　称　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　


※上記各条項を参考に共同体の協定書を作成し、提出してください


（様式１０）

委　任　状

　愛　知　県　知　事　殿


                                   共同体の名称   　           　　　　

                         構成員（代表者）　 所在地
                                         　 名　称
                                         　 代表者氏名　　　　　　　

                         構成員             所在地
                                            名　称
                                            代表者氏名              


　私は、下記の共同体代表者を代理人と定め、当共同体が存続する間、次の権限を委任します。

　受任者
                  所在地   
  共同体の代表者  名　称   
                  代表者氏名

委任事項
１　愛知県武道館の指定管理者申請関係書類の作成及び提出
２　愛知県と愛知県武道館の管理運営業務についての協定書の締結
３　愛知県武道館の管理運営業務についての指定管理料の請求及び受領















（様式１１）
年　月　日


　愛知県スポーツ局競技・施設課長　殿


                                         （申請者）
所 在 地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　




愛知県武道館指定管理者募集に係る説明会の参加について


  このことについて、下記の担当者が出席します。


記


参加者名（役職）：



連絡先　ＴＥＬ：
        ＦＡＸ：
        E-mail：
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（様式１２－１）



「愛知県武道館指定管理者申請に係る質疑書」













　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　称：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者氏名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅ－mail：

（様式１２－２）
質　　疑　　書（愛知県武道館）
	資料名称
ページ数
行　数
	質　　　疑　　　事　　　項
	回　答

	
	
  ※　用紙が不足する場合は、複写して使用してください。
	


※資料名称は、本募集要項に関するものは「募集要項」、愛知県武道館管理運営業務仕様書に関するものは「仕様書」、その他のものについては「その他」と
（資料１）













(資料１)
愛知県武道館案内図




[image: ]
　交通案内
　　「港北駅」より徒歩約15分
　　「川西通三丁目」より徒歩約10分
　

URL：http://aichi-budo.sakura.ne.jp/

　　　






















（資料２）
愛知県武道館配置図・平面図
 地下1階
[image: ダイアグラム, 設計図  AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]





























１階
[image: ダイアグラム, 設計図  AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]


２階

[image: ダイアグラム, 設計図  AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]


	


３階
[image: ダイアグラム, 設計図  AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]

４階

[image: ダイアグラム, 設計図  AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]

５階

[image: ダイアグラム, 設計図  AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]



（資料３）

愛知県武道館の利用状況
[image: ]

　※長寿命化改修工事による休館
令和6年7月29日から令和8年2月13日

(うち全館休館　令和７年５月２０日から令和８年１月１３日)


2


（資料４）
現行利用料金一覧表


[image: ]

[image: ]

[image: ]









（資料５－１）

愛知県武道館の利用料金収入の状況
[image: ]
   　※長寿命化改修工事による休館
令和6年7月29日から令和8年2月13日

(うち全館休館　令和７年５月２０日から令和８年１月１３日)


2

（資料５－２）
愛知県武道館の収支状況
（単位：千円）
	区　　分
	令和５年度実績
	令和６年度実績
	令和７年度実績
	摘　　要

	利用料金等
（収入）
	利用料金収入
	74,285
	62,466
	24,637
	

	
	指定管理料収入
	81,122
	86,240
	82,791
	

	
	参加料
	5,548
	3,889
	842
	

	
	その他
	0
	0
	0
	

	
	収入計（ａ）
	160,955
	152,595
	108,270
	

	管理運営費
(支出）
	施設管理運営費
	人件費
	49,917
	52,182
	52,502
	事務所職員の給与等

	
	
	清掃費
	3,888
	6,030
	4,710
	日常清掃、臨時清掃

	
	
	施設管理費
(保守点検費等)
	25,209
	28,062
	20,027
	機械設備等保守点検、消防設備保守点検、浄化槽設備保守点検、貯水槽等清掃保守点検、ろ過機保守点検、定期点検等

	
	
	警備費
	1,993
	1,432
	108
	警備委託費

	
	
	修繕費
	868
	2,237
	1,585
	庁舎修繕費、設備修繕費、備品等修繕費

	
	
	イベント費
	4,311
	2,690
	775
	主催事業費

	
	
	光熱水費
	36,192
	29,432
	14,024
	電気代、ガス代、水道代

	
	
	その他経費（※）
	7,967
	9,478
	8,672
	事務補助賃金、指導員報償費、旅費、印刷費、消耗品費、電話代、事務機器借上料、法人税、事務局共通経費等

	
	管理運営費（支出）計(b)
	130,345
	131,543
	102,403
	

	収支差（ａ）－（ｂ）
	30,610
	21,052
	5,867
	



（資料６）
継続的に開催されている事業一覧

〇イベント(主催事業)
R6-7年度長寿命化改修工事によりR5年度実施

武道教室等
[image: テーブル

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]



〇自主事業
R6-7年度長寿命化改修工事によりR5年度実施

大会等
[image: テーブル

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]















スポーツ・文化教室等

[image: テーブル

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]


（資料７）

地方自治法（抜粋）
[bookmark: JUMP_SEQ_2586]（公の施設）
第二百四十四条　普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設（これを公の施設という。）を設けるものとする。
２　普通地方公共団体（次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。）は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
３　普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
（公の施設の設置、管理及び廃止）
第二百四十四条の二　普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
２　普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
３　普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの（以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
４　前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
５　指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。
６　普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
７　指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
８　普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金（次項において「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
９　前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
１０　普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
１１　普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
（公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用）
第二百四十四条の三　普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。
２　普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。
３　前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
（公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求）
第二百四十四条の四　普通地方公共団体の長以外の機関（指定管理者を含む。）がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
２　普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
３　議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
４　普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。












































（資料８）



関係条例・規則


・　指定管理者による公の施設の管理に関する条例
（平成１７年愛知県条例第５２号）

・　指定管理者による公の施設の管理に関する条例施行規則
（平成１７年愛知県教育委員会規則第１０号）

・　愛知県スポーツ施設及び社会教育施設条例
　　（昭和４６年愛知県条例第６号）

・　愛知県スポーツ施設管理規則
　　（平成３１年愛知県規則第４３号）







































46

image1.emf
（申告者）住　所

名　称

代表者職・氏名

社会的価値の実現に資する取組について、下記のとおり申告します。

SDGsとの相関

環境マネジメント □ ＩＳＯ１４００１の認証 □ 登録証

システムの導入

□ エコアクション２１の認証 □ 登録・承認証

□ ＫＥＳの認証 □ 登録証

□ エコステージの認証 □ 認証書

自動車エコ事業所 □ 自動車エコ事業所の認定 □ 認定証

の認定

あいち生物多様性 □ あいち生物多様性企業認証の取得 □ 認証書

企業認証

障害者法定雇用率 □ 障害者雇用状況の報告義務がある □ 障害者雇用状況報告書

の達成

（法定雇用障害者の算定の基礎となる

労働者の数が４０.０人以上）

□障害者法定雇用率を達成

□障害者法定雇用率を未達成

□ 報告義務がない

（法定雇用障害者の算定の基礎となる

労働者の数が４０.０人未満）

□ 協力雇用主の登録 □ 証明書

□ 保護観察対象者等の雇用 □ 証明書

□ 障害者就労施設等からの物品及び役務 □ 調達実績の分かる書類

の調達実績（当該年度又は前年度）

女性の活躍促進 □ あいち女性輝きカンパニーの認証 □ 認証書

□ 女性の活躍促進宣言の提出 □ 受理書(※)

□ えるぼし認定・プラチナえるぼし認定 □

ワーク・ライフ・ □ □ 登録証

バランスの推進

□ あいちっこ家庭教育応援企業への賛同 □ 賛同書

□ くるみん認定・トライくるみん認定・ □

プラチナくるみん認定

□ 愛知県休み方改革マイスター企業の □

認定

□ 愛知県「休み方改革」イニシアチブ □

「自社だけでなく、取引先とも一緒に

なって休み方改革を推進」の実施

エコモビリティ □ あいちエコモビリティライフ推進協議 □ 加入証明書

ライフの推進

会への加入

□ エコ通勤優良事業所の認証 □ 登録証

安全なまちづくり □ 愛知県安全なまちづくり・交通安全 □ 登録証

と交通安全の推進

パートナーシップ企業の登録

□ 活動報告書の提出 □ 報告書

健康づくりの推進 □ 愛知県健康経営推進企業の登録 □ 証明書

取引適正化の推進 □ パートナーシップ構築宣言の公表 □ 宣言文

協力雇用主の登録

及び保護観察対象

者等の雇用

障害者就労施設等

からの調達実績

契約書、納品書、請求書、領収書等

社会的価値の実現に資する取組に関する申告書

記

評価項目 申告内容 添付書類（写）

基準適合一般事業主認定通知書等

基準適合一般事業主認定通知書等

愛知県ファミリー・フレンドリー企業の登録

（※）あいち女性輝きカンパニーの認証書を提出する場合は、女性の活躍促進宣言の提出に係る受理書の添付を省略することができ

る。

認定証

愛知県「休み方改革」プ

ロジェクト特設サイトの

企業等ページの写し


image2.emf
(１) 申告者の住所、名称、代表者の職・氏名を記入してください。

(２)

　　

(３)

(４)

(５)

(６)

(７)

(８)

(９)

(10)

(11)

記　　入　　要　　領

あいちっこ家庭教育応援企業への賛同に関するこ

と

エコモビリティライフの推進に関すること

安全なまちづくりと交通安全の推進に関すること

取引適正化の推進に関すること

障害者法定雇用率の達成、協力雇用主の登録及び

保護観察対象者等の雇用に関すること

障害者就労施設等からの調達に関すること

愛知県休み方改革マイスター企業の認定に関する

こと

健康づくりの推進に関すること

愛知県「休み方改革」イニシアチブ「自社だけで

なく、取引先とも一緒になって休み方改革を推

進」の実施に関すること

愛知県教育委員会教育部あいちの学び推進課家庭教育・地域連携支援グループ

愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課経営支援・調整グループ

愛知県保健医療局健康医務部健康対策課健康づくりグループ

愛知県防災安全局県民安全課安全なまちづくりグループ

愛知県都市・交通局交通対策課モビリティサービス推進グループ

愛知県労働局労働福祉課労使関係グループ

愛知県経済産業局産業部産業政策課広報・企画調整グループ

愛知県労働局労働福祉課労使関係グループ

愛知県観光コンベンション局観光振興課企画グループ

裏面

内容 お問合せ先（愛知県庁　052-961-2111《代表》）

制度に関すること 愛知県会計局管理課会計企画・調整グループ

「申告内容」欄は、現在取得している認証又は登録、障害者法定雇用率の達成状況など、該当する事項にチェック

マーク（

☑

）を記入してください。

提出にあたっては、「添付書類（写）」欄の該当項目（書類）にチェックマーク（

☑

）を記入の上、申告する内容

を証明する書類の写しを添付してください。

紛失等により登録証等がない場合は、下記の当該制度を所管する機関（愛知県の当該制度を所管する課、当該制度

を所管する国の機関又は団体）にお問合せの上、再発行又は登録等を証明する書類の交付を受けてください。

「障害者法定雇用率の達成」については、障害者の雇用の促進等に関する法律、同施行令及び同施行規則の関係規

定により、法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数が40.0人以上の事業主に対して、障害者の雇用状況の報

告が義務付けられています。

　申告する際には、報告義務の有無を記入し、義務がある場合は、障害者法定雇用率の達成状況を併せて記入して

ください。また、法定雇用率を達成しているときは、それを証明する書類として、公共職業安定所に報告した「障

害者雇用状況報告書」の写しを添付してください。

「協力雇用主の登録」及び「保護観察対象者等の雇用」に係る証明書の様式は、愛知県労働局就業促進課にお問い

合わせください（Webページからもダウンロードできます）。この様式に必要事項を記入の上名古屋保護観察所に持

参し、証明書の交付を受けてください。

「障害者就労施設等からの調達実績」は、「愛知県障害者就労施設等からの物品及び役務の調達方針」で定める対

象事業者からの調達が対象です（愛知県福祉局福祉部障害福祉課Webページで確認できます）。

　なお、「特例子会社」「重度障害者多数雇用事業所」「在宅就業障害者」「在宅就業支援団体」「共同受注窓

口」については、「愛知県障害者就労施設等からの物品及び役務の調達に関する要綱」による登録又は認定を受け

たもの（「優先調達登録事業者」及び「共同受注窓口」取扱物品及び役務リストに掲載）に限ります。

「あいちエコモビリティライフ推進協議会への加入」に係る加入証明書は、愛知県都市・交通局交通対策課におい

て交付を受けてください。

ご不明な点がある場合は、下記へお問い合わせください。

「女性の活躍促進宣言」に係る受理書は、愛知県県民文化局男女共同参画推進課において交付を受けてください。

「パートナーシップ構築宣言の公表」に係る宣言文は、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト

（https://www.biz-partnership.jp/）で公表している宣言文の写しを添付してください。

環境マネジメントに関すること

愛知県労働局労働福祉課仕事と生活の調和推進グループ

愛知県県民文化局男女共同参画推進課女性の活躍促進グループ

愛知県福祉局福祉部障害福祉課業務・調整グループ

愛知県労働局就業促進課高齢者・障害者雇用対策グループ

愛知県環境局環境政策部環境活動推進課調整・環境配慮行動グループ

女性の活躍促進に関すること（えるぼし認定（プ

ラチナえるぼし認定を含む）を含む）

愛知県ファミリー・フレンドリー企業の登録及び

くるみん認定（トライくるみん認定・プラチナく

るみん認定を含む）に関すること

愛知県環境局地球温暖化対策課自動車環境グループ

あいち生物多様性企業認証に関すること 愛知県環境局環境政策部自然環境課生物多様性保全グループ

自動車エコ事業所の認定に関すること
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年度

回数 人数 回数 人数 回数 人数

711 111,640 728 105,756 156 29,891

その他催し 67 11,200 63 7,410 29 3,450

778 122,840 791 113,166 185 33,341

錬成道場 第２競技場 団体 477 21,035 431 26,600 98 3,530

第３競技場 290 21,583 112 12,710 109 5,731

第４競技場 189 9,194 84 2,960 96 3,590

第5競技場 295 14,638 124 11,410 101 7,532

第６競技場 100 3,897 42 990 43 1,285

個人 第２競技場 751 1,601 695 1,579 60 167

第３競技場 1,478 6,047 478 2,327 197 992

第４競技場 1,235 3,355 589 1,567 750 1,355

第５競技場 1,317 5,065 405 1,865 331 1,218

第６競技場 449 673 323 511 138 219

5,230 16,741 2,490 7,849 1,476 3,951

6,581 87,088 3,283 62,519 1,923 25,619

会議室 1,606 21,201 1,382 18,057 550 6,848

中学生以下 83 655 53 363 2 2

その他 150 924 100 1,019 22 299

233 1,579 153 1,382 24 301

付属設備 27,244 32,141 16,115

実費 2,168 1,566 467

38,610 232,708 39,316 195,124 19,264 66,109

宿泊室　小計

個人　小計

錬成道場　小計

合計

令和５年

競技場　 第1競技場

アマチュア

スポーツ

宿泊室



令和６年 令和７年

利用状況

区分

競技場　小計
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施設名 単　　　　位

利用料金

の額(単

位：円)

備考

午前 17,200

午後 22,000

夜間 28,800

全日 58,000

午前 19,600

午後 27,600

夜間 35,200

全日 70,400

午前 8,600

午後 11,000

夜間 14,400

全日 29,000

午前 9,800

午後 13,800

夜間 17,600

全日 35,200

午前 4,300

午後 5,500

夜間 7,200

全日 14,500

午前 4,900

午後 6,900

夜間 8,800

全日 17,600

午前 60,000

午後 68,000

夜間 86,000

全日 179,000

時間外1時間につき 29,000

午前 71,000

午後 82,000

夜間 103,000

全日 215,000

時間外1時間につき 35,000

午前 72,000

午後 81,600

夜間 103,200

全日 214,800

時間外1時間につき 34,800

午前 85,200

午後 98,400

夜間 123,600

全日 258,000

時間外1時間につき 42,000

土曜日、日曜日及び

休日

土曜日、日曜日及び

休日

４分の１利

用

平日

土曜日、日曜日及び

休日

その他の

場合

入場料無

料及び

1,000円

平日

土曜日、日曜日及び

休日

入場料

1001円～

3,000円

平日

区　　　　　　　　　　　　　　分

第1競技

場

アマチュアスポーツ

のため利用する場

合

練習のた

め利用す

る場合

全部利用

平日

土曜日、日曜日及び

休日

２分の１利

用

平日
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午前 90,000

午後 102,000

夜間 129,000

全日 268,500

時間外1時間につき 43,500

午前 106,500

午後 123,000

夜間 154,500

全日 322,500

時間外1時間につき 52,500

午前 215,000

午後 244,000

夜間 310,000

全日 645,000

時間外1時間につき 107,000

午前 258,000

午後 294,000

夜間 372,000

全日 774,000

時間外1時間につき 128,000

午前 258,000

午後 292,800

夜間 372,000

全日 774,000

時間外1時間につき 128,400

午前 309,600

午後 352,800

夜間 446,400

全日 928,800

時間外1時間につき 153,600

午前 322,500

午後 366,000

夜間 465,000

全日 967,500

時間外1時間につき 160,500

午前 387,000

午後 441,000

夜間 558,000

全日 1,161,000

時間外1時間につき 192,000

午前 6,900

午後 9,300

夜間 11,800

全日 23,700

時間外1時間につき 3,300

午前 8,300

午後 11,300

夜間 14,100

全日 28,300

時間外1時間につき 4,000

１人1回につき 150

回数券（11枚綴） 1,500

１人1回につき 600

回数券（11枚綴） 6,000

第2競技

場

団体

平日

土曜日、日曜日及び

休日

個人

中学生以下の者

その他の者

土曜日、日曜日及び

休日

入場料1001円～3,000

円

平日

土曜日、日曜日及び

休日

入場料3,001円

平日

土曜日、日曜日及び

休日

第1競技

場

アマチュアスポーツ

のため利用する場

合

その他の

場合

入場料

3,001円

平日

土曜日、日曜日及び

休日

その他の場合

入場料無料及び1,000

円

平日
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午前 10,400

午後 14,100

夜間 17,700

全日 35,700

時間外1時間につき 5,100

午前 12,700

午後 16,900

夜間 21,200

全日 42,800

時間外1時間につき 6,200

１人1回につき 150

回数券（11名綴） 1,500

１人1回につき 600

回数券（11名綴） 6,000

午前、午後及び夜間の各1回、1式につき

20,400

Ａ式（マイ

クロホン3

本以内）

午前、午後及び夜間の各1回、1式につき

1,900

B式（マイ

クロホン4

本以内）

午前、午後及び夜間の各1回、1式につき

4,000

午前、午後及び夜間の各1回、1式につき

1,900

午前、午後及び夜間の各1回、1式につき

1,900

午前、午後及び夜間の各1回、1式につき

40

午前 4,000

午後 5,300

夜間 4,000

時間外1時間につき 1,500

午前 3,400

午後 4,700

夜間 3,400

時間外1時間につき 1,300

１人1泊につき 700

１人1泊につき 1,500

１時間につき 12,500

１時間につき 6,000

１時間につき 2,300

１時間につき 1,400

１時間につき 1,000

１時間につき 1,400

１時間につき 1,300

実費加算

第1競技場をアマチュアスポーツのために利

用する場合において冷暖房設備を使用する

とき

観覧席を含む

観覧席を除く

第2競技場において冷暖房設備を使用するとき

第3競技場において冷暖房設備を使用するとき

第4競技場において冷暖房設備を使用するとき

第5競技場において冷暖房設備を使用するとき

第6競技場において冷暖房設備を使用するとき

第１会議

室、第３

会議室

又は第４

会議室



第2会議

室



宿泊室

中学生以下の者

その他の者

附属設

備

電光掲示板

音響装置

拡声装置

及びマイク

ロホン

ワイヤレスマイクロホン

コンパクトディスクプレーヤー

補助椅子

第３競技

場、第４

競技場、

第５競技

場又は

第6競技

場

団体

平日

土曜日、日曜日及び

休日

個人

中学生以下の者

その他の者
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利用料金収入(円)

年度 令和５年 令和6年 令和7年

19,813,600 21,392,000 5,723,300

その他催し 14,926,000 13,844,000 6,640,000

競技場　小計 34,739,600 35,236,000 12,363,300

錬成道場 第２競技場 団体 4,094,300 3,692,000 848,900

第３競技場 3,861,300 1,514,400 1,445,400

第４競技場 2,493,400 1,151,300 1,251,500

第5競技場 4,018,600 1,703,600 1,361,000

第６競技場 1,286,000 554,600 552,300

個人 第２競技場 674,250 583,500 64,800

第３競技場 2,255,250 692,700 553,800

第４競技場 1,692,750 711,150 760,500

第５競技場 2,285,100 595,800 648,600

第６競技場 350,400 301,800 104,400

個人　小計 7,257,750 2,884,950 2,132,100

錬成道場　小計 23,011,350 11,500,850 7,591,200

会議室 6,523,200 5,546,600 2,203,100

中学生以下 458,500 254,100 1,400

その他 1,386,000 1,528,500 448,500

1,844,500 1,782,600 449,900

付属設備 2,002,600 2,053,880 942,920

実費 6,163,800 6,345,800 1,086,400

合計 74,285,050 62,465,730 24,636,820

宿泊室　小計



競技場　 第1競技場

アマチュア

スポーツ

宿泊室
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